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国立大学法人東京農工大学印章規程の一部改正 

国立大学法人東京農工大学印章規程を次のとおり改正する。 

現行 改正 改正理由 

本則 本則 

 

(押印の特例) 

第8条 学長は、次の各号に掲げる場合は、法人印を押印したと

みなすことができる。 

(押印の特例) 

第8条 学長は、次の各号に掲げる場合は、法人印を押印したと

みなすことができる。 

(新設) (1) 当該発信者又は専決決裁権者が自筆署名する場合 

(1) 一定の字句及び内容の法人文書を多数印刷する場合で、あ

らかじめ法人印の印影を印刷してある場合 

(2) 一定の字句及び内容の法人文書を多数印刷する場合で、あ

らかじめ法人印の印影又は前号に規定する自筆署名を印刷し

てある場合 

(2) 電子情報処理システムを使用して作成する法人文書で、同

時に法人印の印影も出力する場合 

(3) 電子情報処理システムを使用して作成する法人文書で、同

時に法人印の印影又は第1号に規定する自筆署名も出力する

場合 

(3) 外国語で作成された法人文書で、当該発信者又は専決決裁

権者が自筆署名する場合 

(削る) 

2 前項第1号又は第2号の規定により印影を印刷又は出力（以下

「印刷等」という。）する場合には、印影を拡大又は縮小して

印刷等することができる。 

2 前項第2号又は第3号の規定により印影を印刷又は出力（以下

「印刷等」という。）する場合には、印影を拡大又は縮小して

印刷等することができる。 

3 第1項第1号又は第2号の規定により印影を印刷等する場合

は、別紙様式2により総務部総務課長に申請し、承認を得なけ

ればならない。 

3 第1項各号の規定により印影又は自筆署名を印刷等する場合

は、別紙様式2により総務部総務課長に申請し、承認を得なけ

ればならない。 

4 (略) 4 (略) 

 

別紙様式2(第8条関係) 

 

別紙様式2(第8条関係)  

法人印印影印刷・出力承認申請書 法人印印影等印刷・出力承認申請書 

[別紙参照] [別紙参照] 
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附 則（規程第37号） 

この規程は、平成27年4月1日から施行する。 

 

別紙様式２（第８条関係） 

平成  年  月  日

 

法人印印影印刷・出力承認申請書 

 

総務部総務課長  殿 

 

職 名 

氏 名                印

 

 国立大学法人東京農工大学印章規程第８条第１項第１号又は

第２号の規定に基づき、次のとおり法人印の印影を印刷等したい

ので、承認願います。 

 

法人印の名称（印影の文字） 

 

法人印の寸法 

原寸：    mm平方     

拡大又は縮小する場合の寸法：    mm平方 

印影を印刷等する文書名 

別紙様式２（第８条関係） 

平成  年  月  日 

 

法人印印影等印刷・出力承認申請書 

 

総務部総務課長  殿 

 

職 名 

氏 名                印 

 

 国立大学法人東京農工大学印章規程第８条第１項各号の規定

に基づき、次のとおり法人印の印影等を印刷等したいので、承認

願います。 

 

法人印の名称（印影の文字）又は名義者名（自筆署名の場

合） 

 

法人印の寸法 

原寸：    mm平方     

拡大又は縮小する場合の寸法：    mm平方 

印影等を印刷等する文書名 
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印影を印刷等する文書枚数又は印刷等を開始する日 

 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

 

法人印印影印刷・出力承認書 

 

                殿 

 

                 総務部総務課長   印 

 

 平成  年  月  日付けで申請のありました上記の件に

ついて、承認します。 

 

 

印影等を印刷等する文書枚数（目安） 

印刷等の開始日及び終了日 

※終了日が未定の場合は、印刷等を終了した時点で連絡する

こと 

 

平成  年  月  日 

 

法人印印影等印刷・出力承認書 

 

                殿 

 

                 総務部総務課長   印 

 

 平成  年  月  日付けで申請のありました上記の件に

ついて、承認します。 

 

 

 


